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近年、女性の就業率が上昇する中で、仕事と育児の両立のための環境整備が進んでいます。しかし、男性の育
児休業取得率は直近で17.1％と低く、未だ女性が育児の中心を担っています（図表１）。
こうした中で、政府は今年3月、「育児・介護休業法」の改正案を閣議決定しました。これは男性の育児休業取
得率の目標値の設定・開示を常時雇用労働者数100人超の企業に義務付けるとともに、実績値の開示対象をこ
れまでの1,000人超から300人超の企業に広げるもので、2025年度より施行される予定です（図表2） 。
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求められる仕事と子育ての両立支援
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育児休業取得率の公表対象が拡大

子育てサポート企業 ～くるみん認定～

図表1 女性就業率と男性育休取得率の推移

（資料）内閣府、厚生労働省資料より当部作成
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図表2 「育児・介護休業法」の主な改正

（注）開示の基準となる人数は常時雇用労働者数
（資料）厚生労働省資料より当部作成

（資料）厚生労働省資料より当部作成

仕事と育児を両立できる企業を増やすことを目的に厚生労働大臣が認定する制度として「くるみん認定」があり
ます。認定を受ければ、助成金の受給や政府公共調達時の評価の加点などの優遇のほか、「くるみんマーク」を
商品や広告に使用することができ、子育てサポート企業であることをPRすることができます。（図表3）。
実際、「くるみん認定」企業に対するアンケートでは、過半数の企業が「学生に対するイメージアップ」になったと答
え、4分の１強の企業が「優秀な女性従業員の採用」ができるようになったと回答しています（図表4）。
2024年2月現在、広島県内の認定企業数は77社にと

図表3 くるみん認定の基準等と優遇措置

図表4 くるみん認定の効果
どまっていますが、こうした仕事と子育ての両立支援へ
の取り組みは就職希望者の応募動機の一つであるとも
言われており、社会的要請はさらに高まるとみられます。

■仕事と子育ての両立を支援するための行動計画を策定し実施

■男性労働者の育児休暇取得率10％以上

■女性労働者の育児休暇取得率75％以上　など

■くるみん助成金の支給（上限50万円）

■両立支援等助成金の一部において支給対象が拡大

■政府の公共調達時の評価に加点

くるみん認定の主な基準

くるみん認定の優遇等
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